
行政書士田邊法務事務所報酬費用の請求及び精算等に関する規程

行政書士事務所は、受任する行政手続又は相談事案の態様が多岐にわたっており、手続

又は事案毎にその請求又は精算方法を異にすべき場合がある。

したがって、当所においてはこのたび、当規程を定め、依頼者さまに対し会計の明朗性を

公示するとともに、併せて当所の請求等会計事務の効率化を図るものとする。

第１章 総 則

（目的）

第１条 当所の受任した事案につき報酬費用を請求又は精算するときは、別に定めるものの

ほか、この規程によるものとし、もって当所の会計の明朗かつ効率化を図るものとする。

（事案の種別）

第２条 当所の受任する行政手続又は事案の種別は、次のとおり区分する。

(1) 長期手続事案 標準処理日数が概ね６カ月以上の長期にわたる許認可事案等

(2) 短期手続事案 上記以外の比較的短期の許認可事案等

(3) 簡易書類作成 内容証明文書又は告訴若しくは告発に係る文書等で、比較的短期

間に処理できるもの

(4) 相談及び助言 口頭の助言にて解決する事案又は他士業者へ紹介する事案

(5) 継続コンサルティング 定期契約による顧問又は経理業務等

(6) 成否不定事案 成功又は不成功のいずれもありうる事案

（用語の定義）

第３条 この規程に用いる用語について、次のとおり定義する。

(1) 成功報酬 相当額の成果が見込まれる成否不定事案において、処理により獲得さ

れた金額の一定割合を規定報酬に加算するもので、原則として成果金

額の５％以上１０％以内相当額

(2) 中間出来高払金 長期手続事案において、その処理期間中に一定の出来高に

応じて支払を求めるもの

(3) 着手金 受任事案に着手した時に支払を求めるもので、原則として報酬総額の

４０％相当額

(4) 事案の完了 申請書類が受理され許認可書の交付を待つのみとなったその時若しく

は作成した書類を依頼者さまに収めたその時、又は契約に定めた請求

単位期間を満たしたその時

(5) 精算金 事案の完了に伴い支払を求めるもので、報酬総額から支払済額を差し

引いた残額

第２章 請求及び精算の取扱

（長期手続事案の取扱）

第４条 長期手続事案については、次により取り扱うものとする。

(1) 着手時には、着手金４０％相当額の支払を求める。

(2) 中間出来高払金の支払を求めることがある。

(3) 事業の完了時期は、申請書類の受理をもって完了とみなす。

(4) 事業完了から許認可までの間、依頼者さまに対し必要な支援を行う。

（短期手続事案の取扱）

第５条 短期手続事案については、次により取り扱うものとする。

(1) 着手時には、着手金４０％相当額の支払を求める。

(2) 精算は、原則として申請書類が受理された時をもって行う。ただし、依頼者さまより合理

的事由により申出のあった場合はこの限りでない。

(3) 事業完了から許認可までの間、依頼者さまに対し必要な支援を行う。



（簡易書類作成の取扱）

第６条 簡易書類の作成については、次により取り扱うものとする。

(1) 着手金については、支払を求めない。

(2) 支払は、作成した書類を依頼者さまに交付する時に求める。

(3) 依頼者さまに対しては、支払後も必要な支援を行う。

（相談及び助言の取扱）

第７条 相談及び助言については、次により取り扱うものとする。

(1) 支払は、規定額（３０分 ３，１５０円、１時間５，２５０円）による。

(2) 相談後他の区分の事案へと移行したときは、移行後の区分の取扱による。

(3) 依頼者さまに対しては、支払又は精算後も必要な支援を行う。

（継続コンサルティングの取扱）

第８条 継続コンサルティングについては、次により取り扱うものとする。

(1) 定額報酬等は、契約により定め、原則として月額２万円以上２０万円以内とする。

(2) コンサルティングを通じて、成否不定事案等の依頼を受けたときは、当該事案の区分

による取扱を適用する。

(3) 継続コンサルティングの契約者さまに対しては、できうる限りの便宜供与及び情報提

供に努めるものとする。

（成否不定事案の取扱）

第９条 成否不定事案については、次により取り扱うものとする。

(1) 着手時には、着手金４０％相当額の支払を求める。

(2) 必要に応じて、調査等に要した費用の支払を求めることがある。

(3) 事業の完了時期は、申請書類が受理された時とし、その時点において精算する。

(4) 成功報酬に係る事案については、成果金額の５％以上１０％以内相当額を規定報酬

に加算する。

(5) 事業完了から結果が下りるまでの間、依頼者さまに対し必要な支援を行う。

第３章 雑 則

（着手金又は中間出来高払金の不返還）

第１０条 収受した着手金又は中間出来高払金等は、その後依頼者さまが申請を断念し

た場合等であっても、これを返還しないものとする。

（住民票等代行取得費用）

第１１条 住民票、各種証明書等の代行取得費用は、別表１によるものとする。

（書面による成果物の交付）

第１２条 依頼された事案の成果物の交付は書面によるものとし、あらかじめ製作した電

磁基礎ファイルは、依頼者さまには交付しない。

（規程の改定）

第１３条 この規程は、必要に応じ随時改定し、その旨を当所のホームページにより公示

するものとする。

附 則

１ この規程は、平成２０年１１月２０日付けをもって公布施行する。

２ この規程は、既に収受した着手金等に関しては、平成１９年４月１日に遡及して適用するもの

とする。

３ 一部改正 平成２２年１月２２日から施行する。

４ 一部改正（第１１条を第１２条とし、新たに第１１条を加える。） この改正規程は、平成２２年

１０月１２日より施行する。

５ 一部改正（第１２条を第１３条とし、新たに第１２条を加える。第４条第３号及び第５条第２号を

上記条文のとおり変更する。） この改正規程は、平成２３年１月１３日より施行する。



別表１

　　　住民票・証明書等代行取得費用（実費に下記手数料を加算した額）

【区域C】 中津市・宇佐市
豊後高田市・日田市
佐伯市・津久見市・臼杵市

国東市・竹田市
　　豊後大野市・玖珠町
　　　　　　九重町・姫島村

【区域Ｂ】 大分市・日出町
杵築市・由布市 　　２，０００円

　　　（１件当たり）
１，５００円
（１件当たり）

【区域Ａ】 別府市

　　　１，０００円
　　　（１件当たり）

【実費】
住民票 ３００円
戸籍謄本 ３００円
地域証明書 ３００円
身分証明書 ３００円
非登記証明 ４００円
法人登記事項証明 １，０００円
不動産登記証明 １，０００円


